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《要 点》 

 
◆第２次安倍内閣が掲げる成長戦略の一環として、雇用制度改革が重要政策テーマに取り

上げられている。限定型の正社員や解雇ルールの明確化など、これまで長年にわたって

後回しにされてきた正社員の在り方についての論点が正面から取り上げられていること

は評価されるが、議論の進め方等手続き面では課題がある。改革を遂行させるには、有

識者及び経営者で議論するのみではなく、議論の初期段階から、労働組合、非正規労働

者代表などステークホルダーを広く含める関係者全体での議論の場を設定することが望

まれる。 

◆「解雇ルール」見直し議論の前提となる労働移動と経済活性化の関係については、成長

促進につながる「良い労働移動」もあれば、成長を阻害する「悪い労働移動」もある。「良

い労働移動」とは、衰退部門から成長部門に人材が移動し、経済活性化につながるもの

であるが、それは本来景気拡大期に起こりやすい。しかし、わが国の場合、90年代以降、

好況期に労働移動が滞る傾向がみられる。とりわけ 2000年代半ばには息の長い景気回復

が続いたが、収益回復で危機感が薄れ、2000 年代初めの大規模人員削減のトラウマもあ

って、リストラクチャリングの取り組みは弱まり、労働移動は停滞した。  

◆わが国の整理解雇の実態は企業規模で大きな違いがある。中堅・中小企業では安易に解

雇されているケースが散見され、不当な解雇に対しては、金銭解決制度を導入すると同

時に再就職支援サービスを充実させた方が、結果として働き手にとってメリットがある。

一方、大企業では整理解雇が難しいとされているが、90 年代末以降、割増退職金をイン

センティブとした「希望退職」という形で、不況期にはかなり自由に人員リストラが行

われるようになっている。ただし、好況期に企業業績が良い時にいわゆる「攻めのリス

トラ」を行うことは難しい。本来は好況期に整理解雇を認めることが経済的には合理的

であるが、現実には生身の人間が関わる問題であり、簡単には進まない。好況期だから

といっても、中高年の新たな就職口が見つかるかは不確実である。ジレンマを打破する

手法として、不採算部門の人材の受け皿となる「官民共同出資の人材ブリッジ会社」の

創設を提案したい。 

◆「限定型の正社員」とは、特定の職務や勤務地、労働時間が従業員の意思で選べる無期
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雇用のことで、企業の事業戦略上の理由でその職務がなくなるケースや事業所を撤退す

る場合、雇用契約が解消される。その普及により、企業としては事業再編・新事業進出

がやり易くなる。ただし、限定型の正社員が働き手にもメリットがあるものとするには、

正社員あるいは非正社員との相互転換が保証され、ジェンダーや年齢に関わりなく選択

できるものでなければならない。そのためには、個人のキャリア自律を高めることを意

識した育成・配置や均等待遇を原則とした報酬体系の構築など、企業の人材マネジメン

トの変革に加え、①職種別レベル別能力認定制度の普及、②共働き支援、③扶養者の教

育費の公的支援の充実等、政策支援の強化も求められる。 
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１ 再浮上する雇用制度改革をどうみるか 

第２次安倍内閣が掲げる成長戦略の一環として、雇用制度改革が重要政策テーマに取り上げら

れている。象徴的には、現政権が政策立案の両輪とする「産業競争力会議」および「経済財政諮

問会議」双方において、雇用制度改革は重要な検討項目に位置付けられている。 

まず「経済財政諮問会議」では、第４回会合（2013年 2月 5日）で、民間議員が提出した「雇

用と所得の増大にむけて」というペーパーにおいて、「ジョブ型スキル労働者の創出」や「退職に

関するマネジメントの在り方についての総合的な観点からの整理」といった文言が盛り込まれて

いる。一方、「産業競争力会議」では、７つの重点テーマの一つに「人材力強化・雇用制度改革」

を掲げ、第４回の会合（2013.3.15）で議論が行われ、「解雇ルールの合理化・明確化」「雇用調整

助成金の基本的廃止」といった問題提起がなされている。 

さらに、「規制改革会議」でも、重点分野について設けられた４つのワーキンググループの一つ

に「雇用」が含まれ、第１回雇用ワーキンググループ会合が 2013年 3月 28日に開催された。こ

こでは「正社員改革」「民間人材ビジネスの規制見直し」「セイフティネットの整備、職業教育訓

練の強化」が雇用改革の３つの矢として提示されている。 

以上３つの会議で行われている議論で注目されるのは、限定型の正社員や解雇ルールの明確化

など、これまで長年にわたって後回しにされてきた正社員の在り方についての論点が正面から取

り上げられていることである。これまでの経緯を振り返れば、雇用・労働分野の制度改革はバブ

ル崩壊以降重要テーマとして浮上し、90年代から 2000年代前半にかけては、派遣規制の緩和を

はじめとした非正規雇用の規制緩和が集中的に実施された。しかし、2000年代後半にはその弊害

が目立ってきたことで見直しが行われ、とりわけリーマンショック後に発生した「派遣切り」問

題を受けて、2008年の政権交代後は非正規労働者の保護強化を中心に制度改正が行われた。この

間、正社員に関わる規制見直しは、裁量労働制の導入など限定的にとどまり、解雇ルールやホワ

イトカラーエクゼンプションなどの主要論点では労使が大きく対立し、先送りされ続けてきた。 

しかし、そもそも 90 年代に非正規労働者に関する規制緩和が行われ、非正規雇用比率が急速

に高まった背景には、正社員に関するワークルールが時代に合わなくなってきたことがある。右

肩上がりの成長が終焉して企業を跨ぐ労働移動の必要性が高まり、グローバル競争の激化で賃金

下押し圧力が強まるなか、長期雇用・年功賃金を基本形にしたワークルールに修正を加える必要

が強まってきた。一方、夫婦共働きが一般化し、家族モデルが多様化するなか、雇用保障は強い

が職務内容・勤務地・労働時間が選べない正社員という働き方は、従業員サイドからみても不便

が生じている。そうした状況下で、企業も働き手も正社員という雇用形態では不都合なケースが

増え、非正規労働者が増加してきたわけである。 

しかし、非正規雇用比率が３分の１を超えるまでに高まった現状、働き手にも企業にもデメリ

ットが目立ってきた。かつては主婦パートや学生アルバイトとして、大半が家計にとって補助的

立場にあった非正規労働者の中に、世帯主のケースや学卒後の若手層が占める割合が高まってお

り、生活の安定や能力形成の面で問題が深刻化している。一方、企業にとっても技能承継やチー

ムワークの面でマイナス面が目立ってきた。もはや正社員の在り方をそのままにして非正規を増
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やすことは限界に達しているのである。このようにみれば、今回の制度改革が正社員の在り方に

議論の焦点を置いていることは、正鵠を射ているといえよう。 

そこで次の問題は今回の議論の内容が妥当であるかということであるが、この点で注目される

のは、雇用制度改革が成長戦略との絡みから取り上げられていることである。この背景には「正

社員の労働移動が制約されていることが経済活性化の妨げになっている」という考え方があり、

それは基本的な着想としては妥当といえよう。ただし、ここで重要なのは、労働移動と経済活性

化の関係はやや込み入った面があり、単に解雇しやすくすればよいといった単純な議論にはなり

得ないことである。 

 

その具体的な内容の検討に入る前に、現在行われている議論の進め方等、手続き面での問題点

を指摘しておく必要がある。それはこれまでの議論が経営サイド主導で進んでいることである。

わが国ではこれまで労使の代表および公益代表からなる三者が構成員となる労働政策審議会にお

いて、この分野の意思決定が行われてきた。このため、2000年代半ばに経験したように、解雇ル

ールなど労使が鋭く対立する論点について、労働サイドの十分な関与なしに経営サイドのみで議

論を進めた場合、結局取り組みが頓挫する恐れがある。実際、第４回競争力会議（2013.3.15）で

遡上に乗せられた解雇規制緩和の議論は、各方面から批判を浴び、第７回（2013.4.23）会議では

大幅にトーンダウンしている。このようにみれば、労働組合を議論の早い段階で参画させていく

ことが重要といえよう。 

もっとも、この点に対しては、現在の労働組合は正社員組合であり、非正社員の意見を軽視し、

むしろ抵抗勢力となって改革が進まないとの批判がありうる。そうしたことへの対応1から、労働

組合とは別の、企業や事業所単位で設置される従業員代表機関を法的に認めるべきだという議論

がある。これに対しては、自主的に結成されるべき労働組合の結成・活動を阻害する恐れがある

などの反対意見もある。従業員代表制の法制化については賛否があるにせよ、今後の議論を進め

るにあたって、既存組合のみならず非正規労働者の声も反映できる仕組みが必要なことは否定で

きない。 

その意味で、現在のように有識者及び経営者で議論するのみではなく、議論の初期段階から、

労働組合、非正規労働者（の代弁者）などステークホルダーを広く含む関係者全体での議論の場

を設定することが政府に求められている。その場において現状認識・課題認識を共有し、今後の

大きな方向性について合意することが制度改革実現の必要条件になろう。そのうえで、政府が改

革に向けての環境整備に積極的に乗り出し、企業も組合も従来の発想を越え、ルールの見直しに

取り組むことが必要になる。とりわけ、労働組合には、「正社員のための組合」から、非正規も含

む「働き手全体のための組合」に脱皮することが求められている。 

 

２ 労働移動と解雇ルール 

                                                   
1 労働組合の組織率が低下し、労働者の利害を代表する組織がない企業が増えていること、いわゆる成果主義導

入など労働条件の個別決定化が進み、労働組合の対応が難しくなっていること、などへの対応も指摘されている。 
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では、正社員の在り方をどう見直すべきか、具体的な議論の内容に入っていこう。本稿では、

いくつかの論点のうち「解雇ルール」および「限定型正社員」に絞って考えていく。 

「解雇ルール」については、議論の前提として労働移動と経済活性化の関係について整理する

ことから始める必要がある。解雇ルール議論の背景には、成長促進には産業構造転換に不可欠な

労働移動が必要、という考え方があるためである。 

結論的に言えば、労働移動には、成長促進につながる「良い労働移動」もあれば、むしろ成長

を阻害する「悪い労働移動」もあるということであろう。 

企業間のみならず同一企業内も含む事業所間労働移動の動きと経済成長率の長期推移をみると、

1960年代から 80年代まで、順相関が認められる。景気拡大期は新しい雇用が生まれるため、こ

の関係は自然であったといえる。しかし、90年代以降はそうした関係が消え、むしろ逆相関が窺

われる。これは、90年代以降のわが国の労働移動は、非正規比率の上昇に伴うもののほか、不況

期における不採算事業縮小に伴う人員削減など、「悪い労働移動」が多いことを示唆している。 

「良い労働移動」とは、衰退部門から成長部門に人材が移動し、経済活性化につながるもので

あるが、それは本来景気拡大期に起こりやすい。しかし、わが国の場合、90年代以降、むしろ逆

の傾向がみられるのである。とりわけ 2000年代半ばには息の長い景気回復が続き、90年代後半

期に問題化した構造的な不採算事業を整理し、新たな成長分野にヒト・カネを移動させる好機が

訪れていた。しかし、景気回復によって危機感が薄れ、2000年代初めの大規模人員削減のトラウ

マもあって、リストラクチャリングの取り組みは弱まった。この時期の労働移動率は、2000年代

初めに比べてむしろ低下したのである。 

（図表１）労働移動率と経済成長率 

 

(図表２)為替相場と労働移動率 

 ホームページ 
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もう一つわが国での労働移動の問題は、大手企業に勤める 30～40代の働き盛りの中堅が中小企

業に移動するケースが少ないことである。従業員年齢の高齢化・高学歴化により、大手企業はポ

スト不足に悩んでおり、中高年になって能力が生かせない人材が増えている。一方、中小企業で

は経営者を支える有能な人材が不足しており、中堅層で大手から中小に人材が移動すれば、中小

企業の活性化に寄与するはずである。しかし、依然として残る強い終身雇用志向、処遇面の大き

な格差が障害になり、中堅層における企業規模を跨ぐ「良い労働移動」は停滞している。 

(図表３)1000 人以上企業従業員転職者の転職先の規模別シェア 

 

 

解雇ルールの見直しについて妥当な結論を得るには、以上の労働移動と経済活性化の関係に加

え、次のような事実認識も踏まえる必要がある。 

１）わが国では従来、成文法が制限する解雇規制は必ずしも厳しくはなかったが2、1970 年代に

解雇権濫用法理と呼ばれる判例法理が確立され、2000 年代に入って法律上明文化された3。解雇

のうち、経営上の理由による「整理解雇」については、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、

③人選の合理性、④手続きの妥当性という、「整理解雇の４要件」が満たされなければならないと

いう「整理解雇法理」が形成され、今日まで主に大手企業の間では、慣例として整理解雇は回避

すべきという社会的な規範が存在する。 

２）大企業では整理解雇が難しいとされているが、90年代末以降、割増退職金をインセンティブ

とした「希望退職」という、少なくとも形式的には「解雇」を避ける形で、不況期にはかなり自

由に人員リストラは行われるようになってきている。ただし、好況期に企業業績が良い時にいわ

ゆる「攻めのリストラ」を行うことは容易ではない。一方、中小・零細企業の間では、事実上の

整理解雇はかなり自由に行われている。 

３）解雇の金銭的解決については、判例法理では解雇無効は現職復帰が原則であるが、現実には

解雇無効になっても和解金を受け取って退職するケースが多い。中小零細企業の労働者では裁判

に訴える余裕もなく、泣き寝入りしているケースが少なくない。 

 

                                                   
2 民法上（627条 1項）は、期間の定めのない雇用契約は、２週間前に予告すればいつでも解約できるとしてい

る。 
3 2003年に労働基準法に明文化され、さらに 2007年の労働契約法の制定に伴い、同法 16条に「解雇は、客観

的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効

とする」と規定された。 
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 つまり、整理解雇の実態は大企業と中堅・中小企業で相当大きな違いがあり、問題の性格は異

なり、対応策も違ってくる。まず、中堅・中小企業については安易に解雇されていることがむし

ろ問題であり、不当な解雇に対しては、金銭解決制度（解雇無効の際に金銭解決を認める「事後

的」な性格のもの）を導入すると同時に再就職支援サービスを充実させた方が、結果として働き

手にとってメリットがある。こうした金銭解決制度の導入は負担増になるため、むしろ中堅・中

小企業サイドから反対意見がある。しかし、負担増が不当な解雇を減らすことになれば、長期的

には中堅・中小企業部門全体にとってはプラスであろう。従業員を公正に扱う企業が増えるほど、

中堅・中小企業部門全体として従業員のモラールが高まって生産性向上効果が期待できるほか、

大手企業から優秀な人材を受け入れやすくなると考えられるためである。 

 このようにみれば、わが国でも金銭解決制度を導入すべきと考えられるが、ここで考慮に入れ

るべきは、労働組合を中心に「金銭解決を認めれば不当解雇が横行するようになる」などの理由

で反対意見が多いことである。労働組合の大半は整理解雇をタブーとする大手企業の従業員であ

り、制度濫用への懸念も理解できる。そこで濫用回避策として参考になるのがドイツのケースで

ある。同国では、労使間の信頼関係が失われてしまった場合に限り、金銭解決を認めるとしてお

り4、「労使間の信頼基礎の破壊」を制度適用の条件とすれば、濫用される可能性も大きく低下す

ると思われる。それでも組合の理解が得られないのならば、一定規模以下の企業について先行し

て制度を導入し、失職者の再就職に向けた様々な環境整備が進んだ段階で、全面的に導入すると

いう方策も考えられる。 

大企業については実質的に整理解雇（人員リストラ）ができるかできないかという点ではなく、

そのタイミングに対する制約に問題の所在がある。端的には、好況期の攻めのリストラが難しい

ことが問題なのである。この点からすれば、整理解雇の４要件のうち「人員削減の必要性」の解

釈に問題点が存在する。実は、経営不振に陥った企業が整理解雇を行ったケースに有効性が認め

られた裁判例は増えている。しかし、企業としての業績が好調なとき、特定部門が不採算である

からといって行われる整理解雇は有効性が認められない可能性が高いと考えられる5。 

ちなみに、欧米ではこうした整理解雇は有効であるケースが一般的である。なぜならばそれは、

欧米の雇用契約は特定職務に就くという形であり、その職務が消滅すれば労働契約が解消するこ

とは労働者にとって納得づくのことであるからである。これに対してわが国の正規労働者の雇用

契約は企業の一員になるという内容のものであり、雇用保障を行う見返りとして、企業の一方的

な意思で仕事内容が変えられることが前提になっている。したがって、特定部門を廃止する場合

は、企業内で異なる職務を用意することが当然となり、好況期の不採算部門撤退による整理解雇

は認められにくい。そこで、企業は好況期には雇用維持のために不採算部門を抱え続け、不況期

にどうしようもなくなった不採算部門を整理し、希望退職を募集し、いわゆる「追い出し部屋」

                                                   
4 「ドイツ解消判決・補償金制度は、信頼基礎が破壊されている場合に限り、補償金と引き換えに労働関係解消

を認める例外的利益調整規範である」（山本陽大「ドイツにおける解雇の金銭解決制度に関する研究」同志社法学 

六二巻四号、394ページ）。 
5 「企業の財政状況に全く問題がない場合や整理解雇をしながら新規採用をするといった矛盾した行動がとられ

ていた場合には、人員削減の必要性がなかったものと評価されることがある」（水町勇一郎『労働法入門』岩波新

書、56ページ） 
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なるものも置かれることになる。しかし、不況期には受け皿は少なく、結局は労働者の境遇が厳

しくなっている。 

 このように、本来は好況期に整理解雇を認めることが経済的には合理的なのであるが、現実に

は生身の人間が関わる問題であり、簡単には進まない。好況期だからといっても、中高年の新た

な就職口が見つかるかは不確実であり、とりわけ大手企業に残る年功賃金を考えれば、物理的に

就職口が見つかっても賃金面で受け入れられないケースも多い。 

 

 そこで、こうしたジレンマを打破する手法として、「官民共同出資の人材ブリッジ会社」の創設

を提案したい。この共同出資会社とは以下の通りである。 

●共同出資会社は、政府および不採算部門の人材を移したい参画企業、さらには運営に携わる人

材ビジネス事業者が出資して設立する。外部からの出資も募る。民間からの出資には税制優遇を

行う。  

●共同出資会社に移される人材は、出向および転籍の双方を認める。移った人材は、共同出資会

社の業務として、参画企業や第三者企業からの請負業務・人材派遣業務に従事する。仕事のない

時期の社員の収入は、特別に設立した雇用保険（参画事業・共同出資会社が保険料を支払い、政

府が一定の補助金を供与）から支払われるものとする。 

●市場賃金が下がる出向・転籍社員には賃金補填を行う。その原資は、参画会社が出資時に無税

扱いで払い込むものとする。出向・転籍社員に対し、必要に応じて政府はキャリアカウンセリン

グ・職業訓練を提供し、技能向上・職種転換を支援する。子弟の教育費支援、住宅ローン返済支

援も行う。 

●ブリッジ会社の存続期間は例えば５年間とし、その間に参画企業は得意分野を強化する。再建

後、出向・転籍社員を再雇用することを目指す。 

●ブリッジ会社は存続期間終了後、例えばＥＭＳとして存続する可能性を探る。 

 

（図表４) 「官民共同出資の人材ブリッジ会社」のイメージ 

 

このように、政府が積極的に関与すると同時に企業も十分な責任を果たすことにより、失業な

き労働移動を目指すべきで、労働組合も雇用流動化を受け入れていく姿勢に転じることが望まれ

る。 

もちろん、こうしたスキームを活用する前に検討すべきことがある。企業が事業構造転換を行

うに際し、企業内で人員再配置と職業再訓練を行うことをまずは考えるべきである。事業交換や
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事業売買で企業が各々の得意分野に経営資源を集中させ、事業譲渡に伴って従業員もそのまま企

業間を移動するのも重要な選択肢であろう。しかし、日本経済全体の活力が低下している現状、

ダイナミックな産業構造転換を進めるには官民共同出資のブリッジ会社を創設し、衰退事業整理

と成長事業促進の間のタイムラグを埋め合わせることで、失業なき労働移動を実現することが必

要となる。こうした事業・産業構造転換が成功すれば、企業の生産性が向上して収益は増加する。

当然、それによって賃金が引き上げられるべきである点はいうまでもない。 

さらに、このスキームは中堅・中小企業の活性化にも貢献するであろう。人材ブリッジ会社が

人材提供企業のみならず、第３者である中堅・中小企業の業務を請け負うことになれば、大企業

の人材の能力が活用できるようになるためである。中堅・中小企業に転職する人が出てくれば、

それも大企業の人材を取り込むことで、ノウハウ・スキルの移転が期待できよう。 

 

３ 働き手にメリットのある限定型の正社員の在り方 

本節では、解雇ルール見直しと並び、重要論点として浮上している「限定型の正社員」につい

てみていこう。「限定型の正社員（限定型無期雇用）」とは、特定の職務や勤務地、労働時間が従

業員の意思で選べる無期雇用のことで、逆に言えば、企業の事業戦略上の理由でその職務がなく

なるケースのほか、事業所を閉鎖する場合、雇用契約が解消されるというものである。 

こうした限定型正社員が普及すれば、企業にとっては以下のようなメリットがある。まずは、

予め事業所閉鎖に伴って雇用契約の解消が合意できているため、企業としては事業再編がやり易

くなり、撤退コストが小さくなるため、事業所の新設も行いやすくなる。また、子供のいる女性

や職業へのこだわりの強い若者を、条件付きとはいえ長期雇用を前提に雇うことで、多様な人材

の能力を引き出しやすくなる。さらに、職務内容や勤務地・労働時間が働き手サイドに選択権が

あるという点で、典型的正社員よりも処遇がやや低くなるのが自然であり、人件費コスト上節約

ができよう。ただし、職務内容そのものに関わる、従来型正社員との均等待遇が保障されること

が必要不可欠なのは忘れてはならない。 

ポイントは「限定型の正社員」を、働き手にとってもメリットがあるものにすることができる

かである。実は、すでに地域限定正社員や短時間正社員が存在するが、その多くは無制限労働者

としての典型的日本型正社員の枠にははまらない、女性を中心とした準正社員の扱いであった。

一部、通常の正社員への登用制度は設けられていても例外的であった。しかし、今後普及してい

くべき限定型の正社員は、あくまで正社員との相互転換、あるいは非正社員との相互転換を前提

にしたもので、かつ、ジェンダーや年齢に関わりなく選択できるものとする必要がある。 

つまり、従来は企業サイドの都合を優先した「働かせ方の多様化」の側面の強いものであり、

働き方タイプの相互移動は基本的には考えてこられなかった。これを、ライフステージに応じて

働き手が働き方を選択できる側面についても考慮し、異なる人材タイプ間の相互移動を容易なも

のにするのである。こうして、①若者非正規の正規化の受け皿、②65歳までの雇用延長とセット

にした中高年従業員の受け皿、③ワークライフバランスを重視する社員の受け皿として、限定型

正社員が一般化すれば、働き手にとって大きなメリットがあるものといえよう。 
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 そうした働かせ方の多様化と働き方の多様化のマッチングできる雇用システムが構築されるに

は、企業の人材マネジメントの変革が不可欠である。具体的には、個人のキャリア自律を高める

ことを意識した育成・配置を行うほか、報酬決定における仕事給的性格（同一労働同一賃金原則）

を強めることが必要になる。さらに、これを支える社会的な仕組みとして、①職種別レベル別能

力認定制度の普及、②共働き支援、③扶養者の教育費の公的支援の充実などが重要になってくる。 

 限定型正社員は、働き方の選択肢が増える以外にも、中長期の観点でみれば働き手にメリット

がある。地域限定・職務限定にすることで企業の事業再編の自由度を向上させ、事業所の新設が

行い易くなることで結果として雇用機会が増え、収益向上を通じて賃金引上げにも貢献するから

である。 

もっとも、限定型正社員は、従来型正社員と比べて雇用保障面で劣ることは事実であり、その

面でのデメリットを極小化させる取り組みが求められる。雇用契約が解除された時に再就職先が

見つかるかどうかは不確実であるためである。この働き方が多くの企業で普及すれば、流動性が

高まるため自ずと受け皿は増えていくであろうが、少なくとも初期の段階ではその保証はない。

このデメリットを極小化するため、再就職支援や退職金制度の整備といった企業責任を明確化す

る必要があり、これを支える政府支援も充実させることが不可欠であろう。 

以 上 
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